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令和２年５月19日（火曜日） 
 

 

議事日程第１号 

 令和２年５月19日（火曜日） 

    開   会   午前10時02分 

 第１ 会議録署名議員の指名 

 第２ 会期の決定 

 第３ 議案の上程（一括） 

     説 明 

     質 疑 

 第４ 議案の付託 

    休   憩 

        （休憩中、各常任委員会開会） 

    再   開 

 第５ 委員長報告 

   ⑴ 教育産業常任委員会 

   ⑵ 厚生常任委員会 

   ⑶ 総務財政常任委員会 

 第６ 報告事件の審議 

     質 疑 

     討 論 

     採 決 

    閉   会 

 

 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 議案等の上程 

  １．報 第２号  専決処分の報告について（和解及び損害賠償について） 

  ２．認 第１号  専決処分の承認について（大館市市税条例等の一部を改正する条例） 

  ３．認 第２号  専決処分の承認について（大館市国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例） 

  ４．認 第３号  専決処分の承認について（令和２年度大館市一般会計補正予算（第１
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号）） 

  ５．議案第 72号  市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例案 

  ６．議案第 73号  大館市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案 

  ７．議案第 74号  大館市国民健康保険条例の一部を改正する条例案 

  ８．議案第 75号  令和２年度大館市一般会計補正予算（第２号）案 

  ９．議案第 76号  令和２年度大館市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）案 

  10．議案第 77号  令和２年度大館市介護保険特別会計補正予算（第１号）案 

  11．議案第 78号  令和２年度大館市病院事業会計補正予算（第１号）案 

 日程第４ 議案の付託 

 日程第５ 委員長報告 

 日程第６ 報告事件の審議 

  １．認 第１号  専決処分の承認について（大館市市税条例等の一部を改正する条例） 

  ２．認 第２号  専決処分の承認について（大館市国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例） 

  ３．認 第３号  専決処分の承認について（令和２年度大館市一般会計補正予算（第１

号）） 

  ４．議案第 72号  市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例案 

  ５．議案第 73号  大館市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案 

  ６．議案第 74号  大館市国民健康保険条例の一部を改正する条例案 

  ７．議案第 75号  令和２年度大館市一般会計補正予算（第２号）案 

  ８．議案第 76号  令和２年度大館市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）案 

  ９．議案第 77号  令和２年度大館市介護保険特別会計補正予算（第１号）案 

  10．議案第 78号  令和２年度大館市病院事業会計補正予算（第１号）案 

 

 

出席議員（26名） 

          １番  栁 館   晃 君      ２番  石 垣 博 隆 君 

          ３番  小棚木 政 之 君      ４番  武 田   晋 君 

          ５番  佐 藤 久 勝 君      ６番  伊 藤   毅 君 

          ７番  日 景 賢 悟 君      ８番  阿 部 文 男 君 

          ９番  藤 原   明 君      10番  田 中 耕太郎 君 

          11番  佐々木 公 司 君      12番  花 岡 有 一 君 

          13番  佐 藤 眞 平 君      14番  田 村 儀 光 君 

          15番  小 畑   淳 君      16番  笹 島 愛 子 君 

          17番  小 畑 新 一 君      18番  斉 藤 則 幸 君 
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          19番  岩 本 裕 司 君      20番  田 村 秀 雄 君 

          21番  佐 藤 芳 忠 君      22番  富 樫   孝 君 

          23番  明 石 宏 康 君      24番  相 馬 ヱミ子 君 

          25番  吉 原   正 君      26番  菅   大 輔 君 

 

 

欠席議員（なし）   

 

 

説明のため出席した者 

                    市         長  福 原 淳 嗣 君 

                    副    市    長  名 村 伸 一 君 

                    理         事  北 林 武 彦 君 

                    総 務 部 長  虻 川 正 裕 君 

                    市 民 部 長  石 田 一 雄 君 

                    福 祉 部 長  成 田   学 君 

                    産  業  部  長  日 景 浩 樹 君 

                    建  設  部  長  齋 藤 和 彦 君 

                    観光交流スポーツ部長  工 藤   剛 君 

                    病 院 事 業 管 理 者  佐々木 睦 男 君 

                    市立総合病院事務局長  桜 庭 寿 志 君 

                    消 防 長  畠 山 一 則 君 

                    教 育 長  高 橋 善 之 君 

                    教 育 次 長  本 多 恒 博 君 

 

 

事務局職員出席者 

事  務  局  長  阿 部   稔 君 

次      長  大 森 篤 志 君 

係      長  松 田 暁 仁 君 

主      査  高 橋 琢 哉 君 

主 査  佐 藤   淳 君 

主 査  北 林 麻 美 君 
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午前10時02分  開  会 

○議長（小畑 淳君） これより、令和２年第１回大館市議会臨時会を開会いたします。 

 出席議員は定足数に達しております。 

 よって、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事は、日程第１号をもって進めます。 

 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（小畑 淳君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本臨時会の会議録署名議員は、17番 小畑新一君、18番 斉藤則幸君、19番 岩本裕司君を

指名いたします。 

 

 

日程第２ 会期の決定 

○議長（小畑 淳君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本臨時会の会期は、本日１日と定めたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小畑 淳君） 御異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日１日と決定いたしました。 

 

 

日程第３ 議案の上程 

○議長（小畑 淳君） 日程第３、議案の上程を行います。 

 報第２号、認第１号から同第３号及び議案第72号から同第78号までの以上11件を一括上程い

たします。 

 提出者の説明を求めます。 

〔市長 福原淳嗣君 登壇〕 

○市長（福原淳嗣君） 提出議案の説明に先立ちまして、この場をお借りし一言申し上げます。 

 本市名誉市民山田敬蔵氏が去る４月２日に御逝去されました。ここに、市民を代表し謹んで

哀悼の意を表します。訃報に接し、スポーツの持つ力のすばらしさを体現してくださった山田

さんの御功績を顧み、戦後の復興期、苦境の真っただ中にあった日本国民に計り知れない夢と

希望を与え、高度経済成長のまさに原動力となった山田さんの偉業の大きさを改めてかみしめ

ました。そして今、コロナウイルスという未知の脅威が及ぼす苦難からＶ字回復を遂げるため

には、再びスポーツの持つ力が重要であると確信いたしました。まずは感染の拡大防止と市民
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の暮らしを守る、このことに全力を注いでおりますが、事態が収束した暁には、マラソン一筋

に生涯を駆け抜けた山田さんの面影を思い起こしながらスポーツの持つ力を生かした取組を地

域の復興につなげようと、思いを新たにしたところであります。栄誉をたたえ毎年開催してい

る山田記念ロードレース大会は、まさに大館の宝であります。この大会を将来にわたり紡いで

いくことこそが山田さんを弔うことだと信じ、今後も継続していくことをお約束申し上げ御冥

福をお祈りいたします。 

 続きまして、提出いたしました議案につきまして、内容を御説明申し上げます。 

 報第２号は、専決処分の報告についてであります。 

 これは、本年２月25日に粕田字清水川地内の市道岩本線において、走行中の路線バスが道路

欠損部に落ち、その衝撃で車両の一部が破損した事故についての専決処分であります。この事

故につきまして、誠意をもって解決に当たり、地方自治法第180条第１項の規定による議会の

指定した事項として専決処分をさせていただきましたので、御報告申し上げるものであります。 

 認第１号及び認第２号は、地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、関連

する条例を改正したことについての専決処分の承認についてであります。認第１号は大館市 

市税条例等の一部を改正する条例についてであり、主な改正の内容としましては、まず個人市

民税では、所得金額が135万円以下の全ての独り親を非課税としたこと、次に固定資産税では、

登記簿上の所有者が死亡している場合における現に所有している者の申告制度を導入したこと、

また、市たばこ税では、１本当たりの重量が１グラム未満の葉巻たばこの課税標準について、

段階的に葉巻たばこ１本を紙巻たばこ１本に換算する方法を導入したことなどであります。ま

た、認第２号は大館市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてであり、改正の内容

としましては、課税限度額を、基礎課税分については61万円を63万円に、介護納付金課税分に

ついては16万円を17万円にそれぞれ引き上げたこと、低所得層の負担を軽減するため、５割軽

減及び２割軽減について軽減判定所得の基準額を引き上げたことなどであります。 

 認第３号は、令和２年度大館市一般会計補正予算（第１号）に係る専決処分の承認について

であります。 

 これは、国の新型コロナウイルス感染症への緊急経済対策として、１人当たり一律10万円を

給付する特別定額給付金の支給事務のほか、感染予防対策として、市立保育所や放課後児童ク

ラブの職員、妊娠中の方のためのマスクの購入などに早急に着手する必要がありましたことか

ら、関係予算として歳入歳出とも7,787万円を追加することについて５月１日付で専決処分さ

せていただいたものであります。 

 議案第72号は、市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例案であります。 

 これは、新型コロナウイルス感染症の拡大による地域経済への影響に鑑み、私のほか、副市

長と教育長の本年６月に支給される期末手当の全額を減額しようとするものであります。 

 議案第73号は、大館市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案であります。 
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 これは、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した納税義務者が減免を受けよ

うとする場合の、申請期限の特例を規定しようとするものであります。 

 議案第74号は、大館市国民健康保険条例の一部を改正する条例案であります。 

 これは、給与等の支払いを受けている被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した、ま

たは感染が疑われることにより、就労することができない場合の傷病手当金の支給について規

定しようとするものであります。 

 議案第75号は、令和２年度大館市一般会計補正予算（第２号）案であります。 

 今回の補正は、歳入歳出とも73億7,476万2,000円の追加で、補正後の予算総額は440億3,093

万1,000円となる見込みであります。今回御提案させていただいた補正予算案は、全て新型コ

ロナウイルス感染症の予防対策と緊急経済対策に係る経費であり、主な内容としましては、特

別定額給付金事業費、中小企業融資あっせん保証料補給金及び利子補給金事業費、救急車内に

おける感染防止のための隔離型搬送資器材の購入費を追加したほか、子育て世帯への臨時特別

給付金事業費、保育施設等感染症対策用品購入事業費、大館市新型コロナウイルス感染症拡大

防止協力金事業費、学校臨時休業対策事業費などを計上したものであります。 

 議案第76号及び議案第77号の２件は、令和２年度大館市国民健康保険特別会計及び大館市介

護保険特別会計における補正予算案であり、主なものについて申し上げますと、国民健康保険

特別会計において、給与等の支払いを受けている被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染

するなどし、就労することができない場合に支給する傷病手当金を計上したものであります。 

 議案第78号は、令和２年度大館市病院事業会計補正予算（第１号）案であります。 

 今回の補正は、新型コロナウイルス感染症緊急対策の各事業を行うためのものであります。

最初に、収益的収入及び支出では、帰国者・接触者外来施設拡充事業等に伴い、補正後の予算

総額は収入では補助金の増額により121億5,118万8,000円となり、支出ではＰＣＲ検査施設の

設置経費の増加等により124億9,730万1,000円となる見込みであります。次に、資本的収入及

び支出でありますが、ＰＣＲ検査装置購入事業等に伴い、補正後の予算総額は、収入では補助

金等の増額により８億6,497万3,000円となり、支出では検査装置購入等の医療機器等整備事業

の増加により11億605万1,000円となる見込みであります。このほか、第４条に企業債の限度額、

第５条に経費の流用に関する事項のそれぞれの変更をお願いしております。 

 以上であります。よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

○議長（小畑 淳君） これより、ただいまの上程議案に対する質疑に入ります。 

 御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小畑 淳君） なしと認め、質疑を終結いたします。 
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日程第４ 議案の付託 

○議長（小畑 淳君） 日程第４、議案の付託を行います。 

 ただいま上程・説明ありました議案10件は、お手元に配付してあります議案付託表のとおり、

総務財政、厚生及び教育産業の各常任委員会に付託いたします。 

 
 

議  案  付  託  表 
 

番  号 件          名 付託委員会 

 認  第１号 

 

専決処分の承認について（大館市市税条例等の一部を改正す

る条例） 
厚 生 委 

 〃  第２号 

 

専決処分の承認について（大館市国民健康保険税条例の一部

を改正する条例） 
〃 

 〃  第３号 

 

専決処分の承認について（令和２年度大館市一般会計補正予

算（第１号）） 
( 分 割 ) 

 

 第１条第１表 歳入歳出予算補正のうち、 

  歳入 全 部  

  歳出 第２款 総務費 

総 財 委 

 
 第１条第１表 歳入歳出予算補正のうち、 

  歳出 第４款 衛生費 
厚 生 委 

 
 第１条第１表 歳入歳出予算補正のうち、 

  歳出 第７款 商工費 
教 産 委 

議案 第 72号 市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例案 総 財 委 

 〃  第 73号 大館市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案 厚 生 委 

 〃  第 74号 大館市国民健康保険条例の一部を改正する条例案 〃 

 〃  第 75号 令和２年度大館市一般会計補正予算（第２号）案 ( 分 割 ) 

 

 

 第１条第１表 歳入歳出予算補正のうち、 

  歳入 全 部 

  歳出 第２款 総務費 

     第９款 消防費 

（ 最 終 調 整 ） 

総 財 委 

 
 第１条第１表 歳入歳出予算補正のうち、 

  歳出 第３款 民生費 
厚 生 委 
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議案 第 76号 

 

令和２年度大館市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

案 
厚 生 委 

 〃  第 77号 令和２年度大館市介護保険特別会計補正予算（第１号）案 〃 

 〃  第 78号 令和２年度大館市病院事業会計補正予算（第１号）案 〃 

 

 

○議長（小畑 淳君） この際、議事の都合により休憩いたします。 

午前10時16分  休  憩 

 

 

午前11時10分  再  開 

○議長（小畑 淳君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

 

日程第５ 委員長報告 

○議長（小畑 淳君） 日程第５、委員長報告を行います。 

 付託事件について、各委員会の審査の経過と結果の報告を求めます。 

 最初に、教育産業常任委員長の報告を求めます。 

〔教育産業常任委員長 阿部文男君 登壇〕 

○８番（教育産業常任委員長 阿部文男君） 教育産業常任委員会に付託されました事件につ

いて、その審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本日上程され、本委員会に付託されました事件は、専決処分の承認１件、予算案１件であり

ます。 

 これらの事件について、先ほどの本会議休憩中に委員会を開き、審査いたしました結果、次

のとおり決定いたしましたので、以下、順を追って御報告申し上げます。 

 最初に、専決処分の承認についてでありますが、認第３号のうち本委員会に付託されました

部分につきましては、承認すべきものと決定した次第であります。 

 次に、予算案についてであります。議案第75号のうち本委員会に付託されました部分につい

て、その主な内容は、大館市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の計上などであり、原

案のとおり可とすべきものと決定した次第であります。 

 以上が、教育産業常任委員会に付託されました事件についての報告であります。よろしく御

審議を賜りますようお願い申し上げます。（降壇） 

 

 

○議長（小畑 淳君） 次に、厚生常任委員長の報告を求めます。 

〔厚生常任委員長 田中耕太郎君 登壇〕 
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○10番（厚生常任委員長 田中耕太郎君） 厚生常任委員会に付託されました事件について、

その審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本日上程され、本委員会に付託されました事件は専決処分の承認３件、条例案２件、予算案

４件の計９件であります。これらの事件について、先ほどの本会議休憩中に委員会を開き、審

査いたしました結果、次のとおり決定いたしましたので、以下、順を追って御報告申し上げま

す。 

 最初に、専決処分の承認についてでありますが、認第１号、同第２号及び同第３号のうち本

委員会に付託されました部分の以上３件につきましては、いずれも承認すべきものと決定した

次第であります。 

 次に、条例案についてであります。議案第73号及び同第74号の以上２件につきましては、い

ずれも原案のとおり可とすべきものと決定した次第であります。 

 最後に、予算案についてでありますが、議案第75号のうち本委員会に付託されました部分に

ついて、その主な内容は、子育て世帯への臨時特別給付金の追加などであり、原案のとおり可

とすべきものと決定した次第であります。また、議案第76号から同第78号までの以上３件につ

きましても、いずれも原案のとおり可とすべきものと決定した次第であります。 

 以上が、厚生常任委員会に付託されました事件についての報告であります。よろしく御審議

を賜りますようお願い申し上げます。（降壇） 

 

 

○議長（小畑 淳君） 次に、総務財政常任委員長の報告を求めます。 

〔総務財政常任委員長 武田 晋君 登壇〕 

○４番（総務財政常任委員長 武田 晋君） 総務財政常任委員会に付託されました事件につ

いて、その審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本日上程され、本委員会に付託されました事件は、専決処分の承認１件、条例案１件、予算

案１件の計３件であります。 

 これらの事件について、先ほどの本会議休憩中に委員会を開き、審査いたしました結果、次

のとおり決定いたしましたので、以下、順を追って御報告申し上げます。 

 最初に、専決処分の承認についてでありますが、認第３号のうち本委員会に付託されました

部分につきましては、承認すべきものと決定した次第であります。 

 次に、条例案についてであります。議案第72号につきましては、原案のとおり可とすべきも

のと決定した次第であります。 

 最後に、予算案についてでありますが、議案75号のうち本委員会に付託されました部分につ

いて、その主な内容は、歳入では、国庫補助金における特別定額給付金事業費補助金の追加や

子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金の計上など。歳出では特別定額給付金事業費

や消防用備品購入費の追加であり、原案のとおり可とすべきものと決定した次第であります。 
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 以上が、総務財政常任委員会に付託されました事件についての報告であります。よろしく御

審議を賜りますようお願い申し上げます。（降壇） 

 

 

○議長（小畑 淳君） 以上で、委員長報告を終わります。 

 

 

日程第６ 報告事件の審議 

○議長（小畑 淳君） 日程第６、報告事件の審議を行います。 

 審議は、お手元に配付してあります審議順序表により、順次議題といたします。 

 

 

○議長（小畑 淳君） 最初に、認第１号から同第３号までの以上３件を一括議題といたしま

す。 

 これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小畑 淳君） なしと認め、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小畑 淳君） なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより、以上３件を一括して採決いたします。 

 本３件に対する委員長の報告は、いずれも承認であります。 

 本３件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小畑 淳君） 御異議なしと認めます。 

 よって、以上３件は委員長の報告のとおり承認されました。 

 

 

○議長（小畑 淳君） 次に、議案第72号から同第74号までの以上３件を一括議題といたしま

す。 

 これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小畑 淳君） なしと認め、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小畑 淳君） なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより、以上３件を一括して採決いたします。 

 本３件に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。 
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 本３件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小畑 淳君） 御異議なしと認めます。 

 よって、以上３件は委員長の報告のとおり可決されました。 

 

 

○議長（小畑 淳君） 次に、議案第75号から同第78号までの以上４件を一括議題といたしま

す。 

 これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小畑 淳君） なしと認め、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小畑 淳君） なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより、以上４件を一括して採決いたします。 

 本４件に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。 

 本４件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小畑 淳君） 御異議なしと認めます。 

 よって、以上４件は委員長の報告のとおり可決されました。 

 

 

○議長（小畑 淳君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 これにて、令和２年第１回大館市議会臨時会を閉会いたします。 

午前11時21分  閉  会 

 

 

 

 令和２年５月19日 

 

 

          大 館 市 議 会 議 長  

 

 

          署 名 議 員 17 番  
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          署 名 議 員 18 番  

 

 

          署 名 議 員 19 番  




